
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人の所得が 10,000 万円未満で配偶者の所得が 133 万円以下の方の記入例 

ここに記入します。 

収入金額：給与の額面金額 

所得金額：下の表に応じて所得金額を計算します。 

 

 

区分Ⅰは給与所得者の基礎控除申告書の欄でＡ～Ｂを判断する。 

 

区分Ⅱは配偶者控除等申告書欄の判定から①～④を判断する。 

 

 

〇〇 〇〇 

〇〇 〇〇             東京都～ 

１ ２３ ４５ ６７ ８ ９０ １ 

 

〇      58       9     23 

800,000     250,000 

 

 

 

         250,000            ② 

380,000 


